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　呉　市　長　　殿
　　（土木総務課扱い）

次のとおり、公園に【設置・占用】している物件を廃止することになりました。つきましては，呉市
都市公園条例第２０条第１項第１号の規定により届け出ます。

公 園 名

廃 止 す る 物 件

3
既に受けた許可の
年月日，指令番号
及 び 許 可 期 限

　　呉土総指令第　　　　　　　　　　　　　号　　　　　　

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　から　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで

　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

廃 止 の 理 由

物件を撤去する日 　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　から　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで


